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10月からの厚生労働省関係の主な制度変更 

厚生労働省は、令和６年 10月から適用されている制度変更のうち主要なものをまとめ、webページに掲載しています。 

 

◆被用者保険（厚生年金保険・健康保険）の適用拡大 

短時間労働者への被用者保険の適用について、企業規模要件が引き下げられ、現在の従業員数 100人超から 50

人超となります。 

 賃金要件（月額 8.8万円以上）、労働時間要件（週労働時間 20時間以上）、学生除外要件については現行

のままとし、勤務期間要件（現行１年以上）については実務上の取扱いの現状も踏まえて撤廃し、フルタイムの被保険

者と同様の２か月超の要件を適用することとします。 

 

◆労働関係 最低賃金額の改定 

都道府県ごとに定められている地域別最低賃金が改定されます。時間額にして 50円から 84円の引上げで、最も時

間額が高いのは東京都の 1,163円、最も低いのは秋田県の 951円となりました。 

全国加重平均は 1,004円から 1,055円へ上昇します。51円の引上げは、昭和 53年度に目安制度が始まって以

降で最高額です。 

 

◆雇用関係 教育訓練給付の拡充 

専門実践教育訓練給付金について、教育訓練の受講後に賃金が上昇した場合、現行の追加給付に加えて、さらに受

講費用の 10％（合計 80％）を追加で支給します。 

特定一般教育訓練給付金について、資格取得し、就職等した場合、受講費用の 10％（合計 50％）を追加で支

給します。 

対象となるのは、雇用保険被保険者および離職後１年以内の雇用保険被保険者だった者です。 

 

 被用者にかかる手続きや賃金に関わる重要な変更が重なっています。十分な説明を行い、必要に応じて社内規程を見

直すなど、従業員に周知しましょう。 

 

【厚生労働省関係の主な制度変更（令和６年 10月）について】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43327.html 
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助成金を活用してみませんか？ ～事業主のための雇用関係助成金 

 

◆助成金をご存じですか？ 

雇用関係助成金とは、厚生労働省が提供する人材の雇用に関わる助成金です。 
 

労働者の雇用環境を安定させ、雇用の拡大を図るための政策の一環として設けられており、雇用機会の拡大や障害者

雇用、労働者の能力開発といった目的を果たした事業者に対し助成金を支給しています。 
 

◆様々な助成金 

雇用関係助成金には様々な種類のものがあります。 
 

〇新たに労働者を雇い入れる  ➡ 特定求職者雇用開発助成金、他 

〇労働条件の改善を図る   ➡ 働き方改革推進支援助成金、他 

〇労働者の雇用環境の整備を図る  ➡ キャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金、 

65歳超雇用推進助成金、障害者介助等助成金、他 

〇仕事と家庭の両立支援等に取組む ➡ 両立支援等助成金、他 

〇労働者の職業能力の向上を図る  ➡ 人材開発支援助成金、他 

 

【厚生労働省「雇用関係助成金検索ツール」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00007.

html 

要件に当てはまれば各種助成金の支給を受けられる会社様も多いかと思われます。しかし、助成金は上記のように種類

も多いうえ、申請書類作成、添付書類が多く複雑であるため、決断がつかず、実行をためらう会社様もまた、多いかと思わ

れます。 

“申請できそうな助成金はあるのだろうか？”、“そもそも申請できるのだろうか？”、“申請要件が難しくて分からないし、実

務も複雑で大変そう…” 

各々の会社様のお悩みに沿った助成金の制度の有無をお調べし、受給の可能性を検討したうえで各種手続の代行、

申請のサポートをいたします。 

ご興味がございましたらお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00007.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00007.html


 

11月の税務と労務の手続［提出先・納付先］ 

11日 
 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞［公共職業安定所］ 
 

15日 
 

○ 所得税の予定納税額の減額承認申請書（10月 31日の現況）の提出［税務署］ 
 

12月 2日 
 

○ 個人事業税の納付＜第２期分＞［郵便局または銀行］ 

○ 所得税の予定納税額の納付＜第２期分＞［郵便局または銀行］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

 

 

 

【当事務所よりひとこと】 
 

11月、今年もあと 2か月となりました。 

このところ急に朝晩冷え込むようになってきました。体調に気をつけて過ごしたいものです。 
 

11月の事務所だよりをお届けします。「10月からの厚生労働省関係の主な制度変更」、「助成金について」です。      

お読みいただけますと幸いにございます。 
  

皆さまのお役に立つことができますよう尽力してまいる所存です。 

引き続き今後ともご指導ご鞭撻のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。 
 

 


